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原始仏教経典における`kSama(徴悔)，について

森 章 司

はじめに

さまざまな宗教辞典や哲学辞典などを調べてみると，「憐悔」はおおよそ

（１）罪過を他に告白する

（２）罪過を悔いる

（３）ふたたび犯さないと心に癖う

（４）許してくれと謝罪する

といった内容を持ち，

（５）これらは「自発的」に行われるもので，「強制」されるべきもので

はない

ということになるであろう。

このような「戯悔」は，仏教のみならず宗教一般においては極めて重要

なエレメントであることは誰しも異存がないところであろう。しかしなが

ら果して原始仏教に以上のような「臘梅」の定義に合致すべき概念があっ

たかどうかということについて，飛者にはずいぶん昔から疑IHIがあった。

本稿はこの疑問に答える－つの作業である。

ところで「臘梅」に相当する原語にはいくつかが上げられるが，その一

つが`ksama'である。例えば法蔵館の「仏教学辞』{し』では「職は（梵）クシ

ャマｋ写aｍａ（践摩）の音略で，忍の意。即ち'１１をゆるして忍ぶようにと他

人に請うこと。梅は追悔，悔過の錘過去の罪を悔いて仏・菩薩・師長・

大衆の前に告白し，あやまること｡」（新版ｐｌ５５下，旧版ｐ､155上）とさ

れているし，『岩波仏教辞典」の「臘梅」の項には,de6anakSama，
patikaroti・apatti･pratideSanaの原語を掲げ，「忍んで許してくれるよう

乞う窓のくiii摩＞と，過去の罪過を迫梅する意のく梅＞との合成語とす

る」（p､３１３左）と解脱している。それは『望月仏教大辞典』の「憐悔」の
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項の解悦が，「倣悔の語義に関しては。四分律含注戒本疏第一下之一に「梅

は是れ此の土の言，戯はこれ西万の略譜なり。梵本の音のごときは憾摩な

り」と必ひ，義淨の有部毘奈耶第一liのiLkにも「繊悔と云ふは，倣は是れ西

職悔は是れ東語なり』と云へり。之に依るに憐は梵語倣摩ｋｓａｍａの批

略，梅は択譜にして，追悔の怠なるを知るべく，所謂梵漢併稲の譜なりと

いふくし。但し梵語髄摩は恩の錐にして，即ち前人に向かひて我が罪を忍

容せんことを論ふの意なり｡」（pl493上～中）という解説を引き継いだも

のということができる。

しかし荻原ｒ梵和大辞典』の,ksama,を引いてみると不思識なことに

｢堪，忍，堪忍，安忍，忍辱」という漢択譜があてられるのみで，「倣悔」に

類するilR譜はない。Macdonell（ｐ７７）も．ksama，を“ａpatient；cndur‐

ing;capableoLabIetoocqualto;endurable;suitable,usefuL

favourabIe，ｎ.capacityfor,abiIitytd,とするから，‘ksama，そのもの

には，もともと「繊悔」の恵味はないとしなければならない。

このように仏教辞典で「繊悔」を引くと，その原語として`ksama,が出

るに拘わらず，サンスクリット譜辞典の`ksama'を引くと「倣悔」の譜錐

がないという珍妙な現象が起きているわけである。要するに゛ksama,とわ

れわれが現在考えているような「繊悔」の間には何らかの不適合感がある

わけであるが，このことは先の解挽の後に「望月仏教大辞典」も指摘する

ように，律蔵の翻訳者であった義ilpも有していたものと考えられる。すな

わち，『根本説一切有部毘奈耶」巻１５（大lL23頁706上）には割り注で，

｢蔭;倣摩者此か正択当乞容恕容忍首謝銭也。若触誤前人欲乞歓iq4者皆云倣

摩,無間大小威同此説｡蒋悔罪者本四阿鉢底提舎那｡阿鉢底是非,捉舎那是

説，応丞説罪。云戯悔者俊足西音．悔足来譜。不当請恕，復非説罪。威鰯巾

致」といっている。すなわち「憾摩ksama」は誤って他の人に触れてしま

ったような過ちを犯したときに「ごめんなさい」と謝るという.愈味で，も

し「罪を悔いる」という意ならば，‘apattide6ana,を上げるべきである。す

なわち`apatti｡というのは罪，,deSana・は説であって，「税罪」と級すこと

かできる。「繊悔」というのはIHi商と束譜の合成語であるが，「恕しを鋼う」

というにも当たらないし，また「説卵」にもあたらない，というのである。

これによれば義淨は，「俊悔」という漢鑑を当てたその原語には，ｋｓａｍａと

apattidesanaが相当するが，「倣悔」という梵漢併挙の用語にはぴったり
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来ないという印象を持っていたのであろう。

また「南海寄帰内法伝』巻２(｢十五随愈成規｣大正54.頁２１７下)は次のよ

うにいう。挑みにくい文章であるので試択して掲げておく。

初蔚（波羅夷）は若し犯せば事治すべからず。第二（個残）は迎うこ

と有れば人二十を須う゜溝し経過を作せぱ同じからざる者に対して之

れを除悔す。梵に潤鉢底鉢噺底提舎邪（apattipTatide6ana）と云う。

絢鉢底は「罪過」なり。鉢噺底提舎那は即ち「対他説」なり。己の非を

説いて澗浄ならしめんと翼うに，ｒｌら各の局分に依るを須いて，則ち
あわＺ勺

罪滅を期すべし。若し総相に葱を談ずろはｲﾄﾞの許すところに非ず。|日

に「倣悔」というは「説311」に関するに非らず。何となれば「繊摩
１８じめ

（ksama)」はﾉｹち是れ西音にして，日は「忍」の義に当たる。「梅」は
はじめ

ノケち東叉の字にして，「追悔」を目となす。「梅」と「恐」とは週かに相
ＪｂＴか ＆さ

い干らず。若し的に梵本に依らぱ，ｉＭ５の罪を除く時には応に「至心に

罪を説く」と云うべし，と。斯れを以て詳らかに察するに，「憾摩」を

翻するに「追悔」となすはItI米を率（まれ，希少）するに似たり。西国

の人は但だ誤りに触れ，及び身に鑑り相い触著するあれば，大小を問

うこと熊く，大なるは手を添れて相い向かい，小なるは合掌，虐恭し

て或いは身を撫づ可くして，或る時は脾を執り，口に｢憐摩(kSama)」

という。意は是れ「恕を:Hい，願わくぱIHIりｉｔめるなかれ」というな

り。徳''1に他に就いて謝を致し，即ち「倣摩（ksama)」の言を説く。

器し自己の罪を陳ぶるには，乃ち「提舎那（desana)」という。後滞を

慨くを恐れ，用いて先の迷を啓<なり。習俗久しく成るべしと錐も，

事は須らく本に依るべし。

要するにここでも「戯摩(ksama)」というのは，「忍」という意味で，「許

しを請い，駈り責めるな」ということを表わし，罪を告白して「追悔」する

という意味ではない，その意味を表わすのは‘apattipratide6ana‘であっ

て，このilj者は本来は全く別のものである。だから罪を告白し，迫梅する

といった意味で.ksama，という言葉を使うのは適当ではない，といってい

るのである。

先の「倣悔」の定義に従うとすれば，鍵淨は`ksama，の意味するところ

は（４）のみで（１）（２）（3）は含まれず，（１）（２）（３）を意味するのは

`apattipratidesana'であると主張しているということになるであろう。だ
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から錠淨は自分の択諏に「倣悔」という言葉を使わなかった。

ところが現代においては．上記の（１）から（５）の概念を有する宗教的

な行為を表す言莱として「繊悔」が定着し，「倣悔」の音が`ksama，に近い

ためか,上に紹介した「仏教学辞典」の解説にも現れているように，「憾悔」

の原語はksama,に相当するという説が一般に行われているわけである。

ところで本来`ksama'は先に紹介したように，本来「堪，忍，堪忍，安

息，忍辱」という懲味を有する寓葉である。しかし“Macdonell,,の解説か

らも判るように，「忍」のなかには，「忍耐」のみでなく，「承遡」「認可」の

｢恐」の意味も含まれていることが判る。しかしたとい゛ksama,が「忍iiil」

のみでなく，「承認」「認可」の意味を持つとしても，どうして`ksama,が

｢繊悔」の原語とされるようになったのであろうか。それはいうまでもな

く，『仏教学辞典」や『岩波仏教辞典』が「罪をゆるして忍ぶようにと他人

に請うこと」と解説するように，ここに「忍」が関係するからである。しか

しそれにしても，さまざまなサンスクリット譜辞典において，‘ksama,の

解説にこうした意味は戦せられていないのはどういうことを意味するので

あろうか。

ksama'は動詞,rksamにkrt接尾辞の-ａを付けて作られた名詞で，動

詞の表す動作を恵味する中ﾔk名詞である。“MacdonelI”には,rksamの項

に`pardon(ｇｏｒｄＬＱ／ＰＣ庵o",act｡／thijng),`grant｡"y［/ii"g(αc）ｔｏ(9J．

`aIIowto(PC【.)，という訳語を与えているから，‘ksama,には「許可」「杵

し」という択語もありうることになる。上述の「承認」「認可」の範購に凪

するであろう。これを罪に関係させれば，要するに「罪を許して忍ぶこと」

ということになるであろう。しかしながら，「忍ぶ」のは罪の被害者であっ

て，けっして罪を犯した当人ではない。したがって`ksama・は，罪を犯し

た側の行為ではなく，罪の被害者の側の行為を示す中性名詞ということに

なる。これでは主客転倒であって．とても「繊悔」とはいえない。`ksama・

の訳語に「倣悔」の意味がないのは当然なのである。

それでは`ksama,に111来する言業に「繊悔」の訳語が与えられている例

がないかと言えば,荻原『梵和大辞典』ではrksamという動詞の便１１５杉か

らできた`ksamapana，という語に「倣謝」という漢語が与えられている。

｢罪を許して忍ばせること」なら，なるほど罪を犯した側の行為になるわけ

である。しかしそれなら「臘梅」の原語として．‘ksama,ではなく，
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`kSamapapa,をあげるべきであるが，普通そのような解説は行われていな

い｡

このように「臘梅」の原語に`k5ama,をあてることが一般的になってい

るにしては，それに蓋然性がない。いや，そもそも律蔵の権威であった義

淨が，「繊悔」に。ksama,をあてることの不適合感を注意していたに拘ら

ず，なぜそのまま「仏教辞典」などが継承してきたのであろうか。

本稿は上述のような問題意識から，パーリ聖典を材料として`ksama,．ウ

すなわちパーリ語の‘khama,にUUするさまざまな語形が，どのように使

用されているかを調査してみたものである。そして調査に当たっては,パ

ーリ語の用法ばかりではなく，‘ksama，を「職悔」と翻訳する土壌の上に

ある日本人が，‘ksama,に側迦する語をどのように「翻訳」しているかと

いう興味もあったので，合わせて大蔵出版社から刊行されている「南伝大

蔵経」の該当個所も調査した。また日本語への翻訳の際には漢訳が参考に

されているはずであり．その漢訳を見ることは伝統的な仏教のターミノロ

ジーを調査することにもつながるので，できるだけ相当漢訳の文章を見つ

ける努力もした。その結果が以下の本論である。

第１項では，「南伝大蔵経」において･ksama,に関連する語が｢忍耐」の

意に翻訳されているケースを，第２項では健康や日常生活におけるご機嫌

を尋ねて，「堪え得るような状態であるかどうか」を問うケースを，第３項

では｢認可｣を意味する訳語が使われているケースを，そして第４項で｢wiF

可｣を意味する訳語が使われている用例を,第５項で｢悔過」の意に訳され

ているケースを扱う。第６項は上紀に含ませることができない「その他」

の訳語が使われているものを掲げた。

また＊の下に記したのは，引用したパーリ文に相応する漢訳経典の該当

の文章である。

なお．いうまでもないが．本資料は飛者の梨めえ士範囲での代表的な例

であって，けっして完全無欠なものではない。しかしそれでもパーリ聖典

における`khamati，すなわち,rkSamの用法に,ひいては`ksama，の原

意に一定の結論を得ることができる範囲での，あらかたの用例は拾いえた

つもりである。
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【1】「忍耐」あるいはこれに類似した言葉に訳されている用例

以下に紹介する用例は`ksama'の本来の意味であると考えられる「忍耐

する」という愈味で訳されているものである。しかしパーリ語の

khamati'という助詞(分詞もこの111に含めた）として使われている場合はさ

ほど多くなく，次に掲げる文中に含まれるものだけであって，大部分は

｢忍耐」を意味する名詞として使われている。（なお，以下には文IIjに含まれる

語形を中心に紹介するので．同じ文愈中に異なった語形が含まれる場合は，同じ文

意を麺復して紹介する場合もあることを了解されたい｡）

(1)「我，吠波画底（阿修羅王）を趣ぶは（khamamivepacittmo)，恐る

るにあらず，〃足らざるに非らず，我の如き識者いかで患者と競はん

や」相応部１１－４（南伝１２１〔３８７，ＳＮｖｏＬｌｐ､221）

＊「不以艮故忍亦非カイ足何灯黙慧人而与愚夫対」雑阿含111ｏ

（大正２瓦２９２下）

「我不怖艮而生忍亦不以我無〃故而畏摩質多難我以勝智自修

忍愚者浅繊智無及……」ガlIiR雑阿含3８（大正２画385下）

(2)「己利の勝れしものの中，忍辱に勝るものなし（khantyabhiyyona

vijjati)。力ありて力なきものを忍ぶは（yohavebalavasanto

dubbaIassatitikkhati)，これ岐勝の忍辱なりと垂わる（tamahu

paramamkhantim)。力なく人は常に忍ぶ（niccamkhamati

dubbaIo)」相応部１１－４，５（南伝１２頁３８８，３９１，sN・ｖｏＬ１ｐ､222,

223）

＊「於勝己行忍是名恐怖忍於等者行忍是名忍諏忍於劣者行忍

是HIj為上忍」雑阿含１１１０（人ｊＥ２ｐ２９２下）

「随彼高怖艮己利最為勝財宝及猪利無勝忍辱者」別択雑阿含３８

（大正２口３８５下）

(3)「友は与え雌きを与へ，又作し雌きを作す，又彼に対する忍び難き慈言

をも忍ぶ（duruttanikhamatidukkhamani)」期支部７－３５（南伝2０

頁２７３．ＡＮ・vol・ｄｐ３１）

(4)「比丘衆よ，１１ｔに比丘あり，施し難きを能く施し，作し難きを能く作し，
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忍び難きをよく忍ぶ（dukkhamamkhamati)」期支部３－１３３(南に1７

頁４７２，ＡＮ,ｖｏＬ１ｐ２８６）

(5)「恰も大地に，人が滑浄なものを投げても不浄なものを投げても，それ

がために大地は親しみもせず怨みもせず，それを恕し耐へ忍ぶのみで

あると同じやうに（khamatisahatiadhivaseti)，……」本生総・因縁

物鑛（南伝２８頁４４．Ｊ.ｖ０１．１ｐ２２）

(6)「大王よ，総ての獣類は大河に飲む，その故に河に非ずといふくから

ず。若し彼女愛すべ<ば忍ぶべし（khamassuyaditepiya)」水生雛

195．山麓本生物語（南伝３０頁２１０，Ｊ・ｖｏＬ２ｐ,126）

(7)「iIIi者とも矛には忍ばれず，両者とも子には不快なり（ubhayamme

nakhamati，ubhayammenaruccati)」本生耗199．家長本生物鑑

（南伝３０頁２２７，Ｊ・ｖｏＬ２ｐｌ３６）

(8)「世には快からぬ高葉多し，苦行者は耐へ忍ばざるべからず

(khamitabbatapassina)」相応部9－８（南伝１２頁349,ＳＮｖｏｌｌ

ｐ201）

(9)「智慧ある人と錐も，奴隷の誇りも，これを耐ふくきなり

(khamitabbamsapafiiienaapidasassatajjitam)」本生経301．ダツ

ダラ龍本生物譜（南伝３１Ⅲ３３０，Ｊ.ｖ０１．３ｐ、１６）

以上が`khamati，という動詞が「忍耐する」の意味に訳されている用例

である。そしてこの場合はすべて能助動詞として使われていて，使役動詞

はない。また（6）は命令法のnsgmedであり，これは第４項において述

べるごとく「許してくれ」という意に祝されることもあるが，ここでは「忍

ぶべし」とi沢されている。

次に‘khamati’からできた名詞の用例を紹介する。これにはkhama．

`khama｡､khantH.､khanti,､khanta,がある。そしてこれら名詞形の川例は

全てこの項に含まれていて，他の項には見出されない。すなわち

`khamati'からできた名詞はすべて「忍耐」を意味するということになる。

もしサンスクリット語の`ksama，が名詞であるとすれば，サンスクリット

譜の各種辞典に「憾悔」の愈味がなかったように，パーリ聖典でも

`khamati’からできた名詞形には「倣悔」を意味するような用例は一つも

ないということになる。
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まずkhama．`khama,やその合成語の用例を紹介する。

(10）「比丘等よ’此処に汝等は此の如く善く説かれたる法と体とに於て出

家したれば忍辱，慈心を持するは善からん（khamacabhaveyyatha

solataca)」律蔵大品10・拘睦弥拠度（南腫３頁６０５，ＶｉｎａｙａＶｏｌｌ

ｐ３４９）

(11）「比丘等よ’ここに汝等是の如く善説せられたる法と神とに於て出家

して，忍辱にして柔和なれば（khamacasorataca）このことを輝か

すなり」相応部１１－４（南伝１２頁389,sN・ｖｏＬｌＰ２２２）

＊「正信非家出家学道亦応如是行忍，讃歎於忍応当学」雑阿含1110(大

正２瓦２９２下～293上）

「汝等比丘，若能忍辱，讃歎忍者，称出家法」別択雑阿含3８（大正２

頁３８６上）

(12）「１２歳の苗嫁女は寒暑……肉身の苦痛に耐へ得るなり（khamahoti

sitassa)」抑蔵・比丘尼第６５波逸提（南伝２頁５１８，Vinayavo１．４

ｐ,322）

(13）「比丘衆よ，故に今IHuに足の如く学ぶべし，iWl<，．．…･寒・熱・幟・

渇・虻・蚊・風・日・胆行の触を堪忍すべし（khamabhavissama

sitassaunhassa……)」幼支部４－１５７（南伝１８頁２５２，ＡＮｖｏＬ２

ｐｌ４３）

(14）「比丘衆よ，比丘あり，善諾し，善語の性を具へ，忍容し（khama)，

正順に教誠を解す，比丘衆よ，これ能<正法を住せしめ，忘失せざら

しめ，隠没せざらしむ第二の法なり」燗文部４－１６０（南伝ｌ８Ｈ２６ｑ

ＡＮ．ｖ０１．２ｐｌ４８）

(15）「比丘衆よ，比丘衆あり，性調へ易<，従順の性を成就し，堪忍し

（khama)，微みて教誠を受く，比丘衆よ，込能<妙法を仇して忘失隠

没せざらしむる第二の法なり」期支部５－１５６(南伝１９口251,ＡN・ＶＯＬ

３ｐｌ８０）

(16)｢比丘衆よ，Ｘ何が堪忍行(khamapa1ipada）なるか｡比丘衆よ，世

に一類の補特伽羅あり，脇に報ゆるに鴎を以てせず，瓶に側ゆるに甑

を以てせず，弄に報ゆるに赤を以てせず，比丘衆よ，これを堪忍行と

名<」鋤支部４－１６４（南伝１８頁267～268,ＡＮｖｏ1.2ｐｌ５２)．jVi支部
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４－１６５（南必１８rl269～270,ＡＮ・ｖｏＬ２ｐ、153）

(17)｢寒暑や炬火を褐ぐるに耐ゆる者(khama)，有能なる戦｣冒述は其の時

悉く集まれり」瞥嘘怪405．刀提耶（南伝271185,Ａｐｐ､354）

(18）「比丘衆よ，又如何なる比丘が能忍者（khanta）なるか。比丘衆よ，

世に比丘あり，寒・熱・磯・渇・虻・蚊・風・日・腹行の他を堪忍し

(khamohotisitassa……)，苦しき，猛き，麓き，利き，不悦なる，

非可意なる，命を薄ふ，身受を生ずる燭，等を能く忍ぶ（ad

hivasikajatiko)，比丘衆よ，是の如きが比丘の能忍者なり（khanta)」

鋤支部４－１１４（南伝ｌ８ｆ１２０９，ＡＮ､ｖｏＬ２ｐ,１１７～118）

(19）「比丘衆よ，世に比丘あり，色に蝋へ（khamohotirnpanam)，’３；

に堪へ（khamosaddanam)，香に鵬へ（khamogandhanam)，味に

鵬へ（khamorasanam)，所蝕にI）墜互（khamophoLlhabbanam)。

……」潮文部５－１３９（南伝１９頁２２４，ＡＮ,ｖｏｌ３ｐ､160～161）

(20）「四行あり。不堪忍行・堪忍行・調伏行・寂静行なり（akkhama

patipadakhamapatipada,damapatipada,samapalipada)」及部

３３・等頌経（南伝８頁３０７．，ＮＶＣ1.3Ｐ229）

(21）「比丘衆よ，世に比丘あり，施し雌きを能く施し，作し難きを能<作

し，忍び難きをよく忍ぶ（dukkhamamkhamati)」増支部３－１３３（南

仏１７頁４７２，ＡＮｖｏＬ１ｐ２８６）

(22）「友は与え難きを与へ，又作し難きを作す，又彼に対する忍び難き悪

筒をも忍ぶ（duruttanikhamatidukkhamani)」塒支部７－３５（南伝

２０頁２７３，ＡN・ｖｏＬ４ｐ,３１）

(23）「羽者よ，卿の許によりて我は比丘尼達に教へたり，若し共処に指導

、しからざるあらば，忍主よ（khamadhipa)，忍許し給へ

(khamassu)」讐聡経長老１２１７.IHI曇弥（南伝２７瓦387,Ａｐｐ､533）

次に‘khanti,`khanti,とその合成語の用例を紹介する。

(24）「二法とは云何。……堪忍と可楽となり（khanticasoraccanca)。

……」艮郊３３・等頌怪（南伝８頁292,ＤＮｖｏＬ３Ｐ２１３）

(25）「塁墜・忍受は鹸上の苦行にして(khantlparamamtapotitikkha)，

浬桑は岐勝なりと猪仏は脱ぐ。実に他を害する出家なく，他を悩ます
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沙WIUなし」法句緩・節184個(南伝２３頁45,Dhp.ｐ５２)，長部Ｍ・大本

経（南伝６頁d21pDN､ｖｏＬ２ｐ､４９）

＊「忍為最自守泥疸仏称上捨家不犯戒息心無所害」法句経下泥

垣品(友松円諦綱藩「ダンマパダ｣奥理迎､11本部１９６１瓦564,以下同じ）

「観行忍第一仏説泥垣汲捨罪作沙門無嬢書於彼」法句維下述

仏品

「忍辱為第一仏説泥疸最不以懐煩熱誓彼為沙門」出NHI経２３泥

７国品

「忍辱第一道仏説円寝股不以懐煩熱害彼為沙門」法典要Ali経３

円寂品

「忍辱股為上能忍得湿桑過去仏所税出家作沙門連離於殺害」

毘襲Ｆ仏経下

「忍辱第一道浬築仏称般出家悩他人不名為沙Ｆ１」摩伽Ⅲ祇律戒

本．同尼戒本，十iii律比丘，比丘尼戒本，縛見律毘婆沙５

「忍辱為第一仏説無為股不以剃鋼髪害他為沙門」増一阿含４４

「忍是動中上能得浬薬処出家悩他人不名為沙門」根本説一切有

部毘奈耶50,根本藤婆多抑拠１４

「忍辱第一道仏説無為妓出家悩他人不名為沙門」四分t１１比丘戒

木，四分個戒本，四分比丘尼戒本

(26）「忍辱あり，丁寧にして（khanticasovacassata)，沙門と会交し，

随時に法談をなす，これぞ股上の吉祥なれ」小諭経５・吉祥経（南伝２３

頁４，ＫｈＰＰ､３)，経梨２小品・節２６６個（南伝２４頁９８，ｓ､.ｐ､117）

(27）「梵行（不淫）と戒と，賛実と柔軟と苦行と，柔和と不害と忍辱とを

（soraccamavihimsancakhantincapi)，［彼等婆羅門は］讃説せ

り」経梨２小品・節292個（南伝２４頁109.ｓ､.ｐ５１）

(28）「彼の禁［戒］を随学する，此111の一部の有職の人々は，鈍行（不淫）

と戒と，塾蔓とをぱ讃説せり（khantiiicapiavannayum)｣綴災2小
品・節２９４個（南伝２４頁109,s､.ｐ､５２）

(29)「ダッパセーナよ’昔われ忍耐と苦行とを（khantlcatapoca）望

みたり王よ，それを今得ながら如何で我,昔の色と力とを捨てん｣本

生経３０３．－王木生物譜（南伝３１頁３２５，Ｊ･ｖｏＬ３Ｐｌ４）

(30）「……無願と無害と忍辱（khanti）と無擬と是の如き等の善法を侍
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し…...」水生経385．難提鹿玉木生物譜（南伝３２頁197,Ｊ・ｖｏＬ３

ｐ,274)．本生経５３４．大鷲111本生物譜（南伝３７頁９４，Ｊ.vol､５Ｐ378）

(31）「婆馳ｉ１１ｊはilli水によりて清浄ならず，独存者ともなることなし，忍辱

も柔和も（nakhanLinapisoraccam）得られざれば,彼は円寂する

に至らざるくし」本生怪487.遜陀羅迦苦行者本生物語(南伝３４頁295,

Ｊ､ｖｏｌ４ｐ､302）

(32）「総てのものの粗悪譜を恕すべし，この堪忍は鎧第一なり（etam

khantimuttamam）と賢者はいふ」本生経522．サラパンガ仙本生物語

（南伝３６瓦４８，４９，Ｊ・ｖｏＬ５ｐ､141,142）

(33）「i2lZU2i-2久し<梵行を行ひたる（khantinLtapassimoirabrahma‐

carim)，アンギーラサ・ゴータマを苦しめて，忍辱あＵ[正法を］説

く（khamtimvadantam）出家，過なき沙門を寸々に裂きたるカラー

プは大苦あり，辛らく恐ろしき無間地獄に生まれて煮らる」本生経

５２２．サラパンガ仙本生物譜（南伝３６頁５２，Ｊ.ｖ０１．５ｐ・Ｍｄ）

(34）「警心,繍進，忍辱（khantim）及び慈刀，渇愛の箭……」讐唖経40.

皿隣陀品（南伝２７頁１２，Ａｐｐ､309）

(35）「……楽，施捨並びに忍辱（cagaiicakhantinca）や葱の我が八つの

徳を……」讐聡経４０.JIB隣陀品（南伝２７頁19,Ａp･ｐ３１３）

(36）「己利の勝れしものの中，忍辱に勝るものなし（khantyabhiyyona

vijjati)。力ありて力なきものを忍ぶは（yohavebalavasanto

dubbalassatitikkhati)，これ般勝の忍辱なりと云わる（tamahu

paramamkhantim)。力なく人は常に忍ぶ（niccamkhamatidub‐
baIo)」相応部1１－４，５（南伝１２頁388,391,sN,ｖｏＬｌｐ､222,223）

＊「於勝己行忍是名恐怖忍於等者行忍是名忍識忍於劣者行忍

是MII為上忍」雑阿含1110（大正２頁292下）

「IHI彼言怖艮己利般為勝財宝及諸利無勝忍辱者」IBU訳雑阿含３８

（大正２瓦３８５下）

(37）「探りて子はその時，第六の堪忽波耀蜜を見たり（dakkhimchatt‐

hamamkhantiparamim)｡これ古の諸大仙の行ひ士まひし所なり｣
水生経・因縁物語（南伝２８頁４５，Ｊ・ｖｏＬ１ｐ､２２)，仏種姓経・節ｌ仏デイ

ーパンカラ仏（南伝４１頁239．Ｂｖ・Ｐｌ４）

(38）「然<汝も総てのものの称揚と殴讐とを寛恕して。堪忍波羅蜜の成満
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を得ば（khantiparamitamgantva）上菩提に達せん」水生経・因縁物

譜(南広２８頁45,Ｊ.ｖ０１．１ｐ２３)，仏馴姓経・箙ｌ仏デイーパンカラ仏(南

伝４１瓦２３９，ＢＭｐ、14）

khanta,の用例は次のように少ない。

(39）「比丘衆よ，１１１に王の象あり，戎は能間者なり（sota)，或は能殺者な

り（hanta)，或は能忍者なり（khanla)，或は能行者なり（ganta)」

ｊ､文部４－１Ｍ（Iti陸１８瓦２０７，ＡＮｖｏｌ２ｐ､116)，畑支部５－１４０（l楠伝

１９頁225～228,ＡN,ｖｏＬ３ｐｌ６１～163ここでは忍者とIｿ(している）

(40）「比丘衆よ，又如何なる比丘が能忍者（khanta）なるか。比丘衆よ，

世に比丘あり，窪・熱・磯・褐・虻・蚊・風・日・腹行の他を堆忍し

（khamohotisitassa……)，苦しき，猛き，鹿き，利き，不悦なる，

非可恵なる，命を薄ふ，身受を生ずる蝿，嫁を能<忍ぶ（ad

hivasikajatiko)，比丘衆よ，是の如きが比丘の能忍者なり（khanta)」

ｉｉｉ支部４－１１４（南伝ｌ８ｐ２０９，ＡＭｖｏｌ,２ｐ，117～118）

(41）「罵りに会うも忍びて反駁せざれば（khantaduruttanam apa1ikk.

UIavadi)，これぞ人々の呼んで吉祥なりと認むるところなり」水生経

453．大i$7兆本生物鑑（l楜仏３３瓦316～317,Ｊ．ｖｏｌ４Ｐ７６）

【2】健康や日常生活の安否を問う言葉として訳されている川例

これは以下に紹介するように，択者によってじつにさまざまに翻訳され

ている。しかしつまるところ，健臓や日常生活に不都合はないかどうか,

要するにご機嫌を問うものであって，そのほとんどが‘kacci……

khamaniyam,という構文による憤川句，およびそれに関連する文車'１'に

使われたものである。例外的にその他の柵文もないではないが，文111に

Qkhamaniya,（khamatiの未来受IMI分詞）が使われていることでは同じで

ある。イ都合はないかと問うことは，その穏度が「我慢できるか｣，「我慢で

きないか」と問うことであって，「忍耐する」の一つのヴァリエーションと

いってよいであろう。
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(42)｢比丘よ,忍するや,足するや(kaccibhikkhukhamaniyam,kacci

yapaniyam)，道路を来るに疲極せざるや」「１１止尊よ’忠す

（khamaniyalnbhagava)，世尊よ，足す，……」律蔵人品１．大鍵度
（南伝３頁１０３，Ｖｉｎａｙａｖｏｌｌｐ５９)，人品６．薬拠度（1打伝３頁374．

ＶｉｎａｙａｖｏＬ１ｐ２１２)，人品９．臓波拠匝（南伝３瓦５４６，ＶｉｎａｙａｖｏＬ１

ｐ､313)，小品ｌ・劉磨拠度（南に４K〔１７，Vinayavo1.2Ｐｌｌ)，大品４．

回窓樋度（南に３画２８３，Vinayavo１．１ｐ，158)，大品７.迦締那衣拠度

（南低３頁444～５，ＶｉｎａｙａｖｏＬ１ｐ２５３)，大品１０・拘峻弥拠度（耐伝３

頁６０８，ＶｉｎａｙａｖｏＬ１ｐ､350）

(43）「……忍するや不や（kacci……khamaniyam)。……忍せ壷（型

……khamamyam)……｣相応部22-87(南伝14頁189,sN,vol3

Pl20)，相応部２２－８８（南伝ｌ４ｆ〔197,ＳＮｖｏＬ３ｐ,125)，相応部２２－

８９（南に１４頁200～201,ＳＮｖｏＬ３ｐ､127)，相応部４６－１４（南伝１６上

ｒ１２６８，ｓN、ｖｏＬ５ｐ,７９～80)，相応部４７－２９（南伍１６上頁４０８．sN，

ｖｏＬ５ｐｌ７７)，相応部５５－３（南仏１６下頁２２４，ＳＮＶＣ1.5ｐ,345)，柑

応部５５－２６(南伝１６下頁276～7,ＳＮｖｏＬ５ｐ,381)，111応部５５－２７（南

伝16-F頁２８３，ＳＮｖｏｌ５ｐ､385）

(44）「比丘，諸TII厘安なりや（kaccibhikkhukhamaniyam)，食得易き
や，長路を旅して来り疲れざるや，……」「世尊，諸事便安なり

（khamaniyambhagava)，……」律蔵・第６1Ｗ残（南に１回249,

ＶｉｎａｙａｖｏＬ３ｐ､148)，節１３伽残（Iﾔi雌１頁３０５，ＶｉｎａｙａｖｏＬ３ｐｌ８１)，

第１５袷FII（巾伝１頁３９０，ＶｉｎａｙａｖｏＬ３ｐ,230）

(45）「アヌルッダ，汝達起居宜しきや（kaccivoanuruddha

khamaniyam)，資給宜しきや，施食欠乏無きや」「11尊，起居よく

（khamaniyambhagava)，……」中部３１．牛角林小経（南伝９頁３６３，

ＭＮ・ｖｏＬ１ｐ,206）

(46）「……安快なりや（kaccibhikkhukhamanlyam)，……安快なり

（khamanlyalnbhagava）……」中部128・随煩悩径(南伝11下KI196

～７，ＭＮ・ｖｏＬ３ｐ、155～6）

(47）「……坐&なりや（kacci……khamaniyam)，……少快ならど(型
……khamaniyam）……」中部Ｍ３・教給孤独経（南伝１１F頁366,

ＭＮ・ｖｏｌ３ｐ２５９)，中部ＬＭ・教剛陀維（南に11F頁３７５，ＭＮ・ｖｏＬ３
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ｐ､264）

(48)「諸比丘，諸事厘安なりしや（kaccibhikkhavekhamaniyam)，食
足りしや，和合一致し闘浄なく安易に安居を過し，飲食を以て苦とな

さざりしや」「世尊，我等猪nllUni安にして（khamanlyambhagava）

……」抑蔵・第４波羅夷（南伝１１ＦＩＭ６，Vinayavo1.3ｐ､８８)，節８波逸

腿（rIKj伝２頁３９，Ｖｉｎａｙａｖｏｌ４ｐ､２５）

(49）その時一比丘ありて病めり。猪比丘彼に斯く言へり，『友，蝋え得る

や帝や(kacc､avusokhamanlyam),……』律蔵･第４波lnil炎(南伍1

口172,Vinayavo1.3ｐｌＯ３)．館２３波逸拠（南伝２頁９０，Vinayavo１．

４ｐ,５６)，節３９波逸提（南伝２口139,Ｖｉｎａｙａｖｏｌ４ｐ､８８)．節５６波逸

拠（南伝２頁182,ＶｉｎａｙａｖｏＬ４Ｐｌｌ５)．節５７波逸提（南伝２ｒＩ１８６，

ＶｉｎａｙａｖｏＬ４ｐ・’18)，その他ＩⅡ例多し

(50)「陀然よ'汝和らぎたりや(kacci……khamanIyaln)，癒えたりや，

箸ｿiii減退し，増進せざるや，減退見え，増進見えざるや」「蝋者舎利ﾘＩ）

よ，我和らがず（型……khamanlyarn)，……」中部97・陀然緑（巾
仏１１上頁252～３，ＭN・ｖｏＬ２Ｐｌ９２～3）

(51）「……（病は）鐘えつつありや（kacci……khamaniyam)，……趣

えつつあらず（型……khamanlyam）……」相応部35-74（I荊仏１５
口７４，sＮ・ｖｏＬ４ｐ４６)，相晦部３５－８７（南伝１５頁９１～92,ＳＮＶＣルｌ

ｐ５６～57）

(52）「汝の病は鍵ゆ亀か（kacci……khamaniyam)，……墜全堂（四

……khamaniyam）……」助支部6-56（南伝２０瓦135～136．ＡＮ
ｖｏｌ３ｐ､379～380）

(53）「児よ．汝身体健かなＵや（kacci……khamamyam)，（得る所の）
飲食命を繋ぐに足れりや，苦なきや」「…･･･如何でか身体健かならん

（kuto……khamaniyanl)。.…..」El鋭繩２日真隣陀品・８（南伝２３［〔

１１１，Ｕｄ､ｐｌ７)，４弥壁品・４（南に２３口１４８，Ｕｄ.ｐ､４０)，５蘇那艮老品．

６（南伝２３頁１７９，Ｕｄｐ５９）

(54）「汝のよき家に何か忍受することありや（kaccitesugharc

khamaniyam)，病気はなきや，吠舎族よ」本生経546．大腿j１１本生物iMi

（南仏３９口１５３，Ｊ、ｖｏｌ､６ｐ418）

(55)「汝に何か辛きことありしや（kaccitebhantekhamanlyam)，鰍敬
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は汝になされしや」所行蔵経３出離波靴職守・第２ソーマナヅサの所行(南

伝４１頁４０４，Ｃｐｐ２５）

(56)「シーヴァリよ’坐ら_LL｣か(kacci･･…･khamaniyam）と
いった」本生経100・嫌悪色本生物譜（南伝２９頁２８５，Ｊ・ｖｏＬ１ｐ,408）

以下が上記の慣用句から外れた用例である。

(57）「世尊，我は世尊の健全なるを見まつりぬ。世尊，我は世尊の（病気

を）函へ絵ふくくを兇まつりぬ（ditthammebhantebhagavato
D●｡

khamanlyam)」良部１６．大般浬築維（耐伝７瓦９９，，N・ｖｏＬ２ｐ､９９）

(58）「人徳よ’墨｣≦上旦竺（dil1habhantckhamanlyam)，慶事なり，●■

……」相応部４７－９（南伝１６上風372,sN・ｖｏＬ５ｐ､153）

(59)「塗Ｌ(khamanlyaⅢ)，健康よきや（yapanlyam)，伯父よ，卿一

が安寧ぞ如何に」本生維426．豹本41物鑑（南伝３３頁93,Ｊ・ｖｏＬ３

ｐ４８０）

【3】「認可」という意味に訳されている用例

次に「認１１」という意味に訳されている用例を紹介する。ここには「承認

する」という意味と，「是とする」「可とする」という怠味が含まれている。

この用例はほとんどがkhamatiという能勅dUl;iiIの【尚説法である。すなわ

ち「認可する」のはその動詞の主語に相当する人物であり，もしこれが罪

に関係するとすれば，「認可」は罪の被害者が，罪の加害者を「認可」する

ということを意味する。

(60）「伯伽よ’我が言を聞け。此処に某'１１は貝が某'１１より只足戒を受けん

と欲す。僧伽は某甲を和尚として某'１１に具足戒を授くくし。某甲を和

尚として某甲に具足戒を授くることを聡す比丘は黙せよ，聴さざる者

は言へ（yassayasmatokhamatiitthanmamassａ upasampada

kkhamatLsoitthannamenaupajjhayenasotunh・assa,yassana

bhaseyya.)」

｢僧伽は某甲を和尚として某甲に具足戒を授け巳れり。 僧伽は聴すが
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故に黙す（khamatisamghassalasmatunhi)。我，此の如く知る■

（evametamdharayami)」il1鼠大品１．人拠度（I櫛仏３頁９８～99,

ＶｉｎａｙａｖｏＬ１ｐ５６）

＊「誰諸長老忍，僧与某甲受具足戒，某甲為和尚者黙然。誰不忍者説。

……僧忍黙然故，是珈如是侍」『四分』巻3３（大lﾋﾟ２２頁799下）

「誰猪長老忍黙然｡誰不忍者説｡……佃忍然然故,是lji如是持一｢五分」

巻１６（大正２２頁１１１中）

「誰諸長老忍,僧与某甲受具足,和尚某'１１゜是長老黙然。粁不忍便説。

。…･･僧忍黙然故，是事如是持」「十liIi」巻２１（人iピ２３頁156中～下）

「僧忍然然故，是事如是侍」ｒ１ｉｉ祇祁」巻2３（人lli22頁４１３中）

(61）「苦行者（tapassi）ありて，何物か鰍に掴ふところあり。彼は『汝，

こを是と為すや（khamatiteidam)」と１１Mはれたるとき，非是に於て

是と答え（akkhamamanamaha,khamatiti,)，是に於て非是と答ふ

（khamamanamaha,nakkhamatlti,）足の如く，彼は自覚して妄語

を為す。……是また実に苦行者の垢蝕なり」災部２５．便曇婆趣師子経

（南伝８頁５６，６１，，Ｎ､２５ｖｏＬ３Ｐ４５、４７）

(62）（離繋派の説）「この説は我等に悦ばれ，是認せらるるなり（ｔａｎｃａ

ｐａｎ,amhakamruccatic・evakhamati)」中部１４.苦廼小径（南伝９

口１５６，ＭＮｖｏＬ１Ｐ９３）

(63）（世騨が－１－無記の論題について【把別しないことを）「此等を子に説か

ざるを悦ばず，忍ばず（ｔａｍｍｅｎａｒｕｃｃａｔＭａｍｍｅｎａｋｈａｍａｔｉ)」

中部６３．摩羅迦小縄（Iti伝１０K〔２２３，ＭＮ・ｖｏＬｌＰ４２７）

(64）「或婆羅門は是の如き説，是の如き見なり，即，『子は一切を認容す

(sabbammekhamati)』と。……『子は一切を認容せず（sabbam

ｍｅｎａｋｈａｍａｔｉ)」と。……」中部７４．及爪締（南仏１０瓦334～，ＭＮ．

ｖｏＬ１ｐ４９８～）

(65）「１１ｔ蝉，我は世尊に一切知を１１Mひ，ｌＩｌｌＭＩは一切知を解答したまへり。

我等そを歓し，満足し，それによりて歓喜せり（ｔａｎｃａｐａｎ,amhakam

ruccatic,ｅｖａｋｈａｍａｔｉｃａｔｅｎａｃ,amhaatlamana)」以卜頻出中部

９０.普練刺林経（南伝１１上頁176～，ＭＮ・ｖｏＬ２Ｐｌ３２～）

(66）「尊者盟曇は真理の護持を解答したまへり。而してそは我を慶喜せし

め，歓受せしめ，我それに依りて歓喜せり（ｔａｎｃａｐａｎ､amhakam
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ruccaticIevakhamatica,ｔｅｎａｃ,amhaattamana)」中部95.両伽

経（南伝11上頁２３３，ＭN・ｖｏＬ２ｐ,176）

(67）「『……受の減によりて一切苦の減あるべし』と。こは我らに悦ばれ，

首肯せられに,evakhamati)，それに依りて我等歓喜するなり」中部

101．天阿経（南伝１１上頁284,ＭN・ｖｏＬ２ｐ､218）

(68）「世の中に此等の三人有りて存す，三とは誰か，身離と，見至と，償

解なり。……具寿よ'汝はこの三人の中誰を好むか（imesamavuso

timlampuggaIanalnkatamotepuggalokhamati)，又〔誰が〕一

層善きか’又〔誰が〕一厨妙なるか｣(以下同概の文加多数）増支部３－２１

（南伝１７瓦192～，ＡＮ・ｖｏｌ、ｌＰｌｌ８～）

(69）「此等のこの道の中の何の道を汝は。とすこか（katamapaLipada
khamati)，……」(以下同槻の文蹴多数)地支部３－６０（南伝１７頁271,

275.276,ＡＮ､ｖＯＬｌｐ､１６９，１７１，１７２）

(70）「此等の四の補特伽羅の中の何れの補特伽羅を汝は楽むか（katamo

tepuggalokhamati)，最も普きか､最も妙なるか」嗽支部4-100(南

伝１８頁175,176,ＡN・ＶＯＬ2100,101）

(71）「無欠にして徳の荘厳ある有に於て何ぞ忍許すべきあらんや

(akkhantenama

頁３８７，ＡＰｐ､533）

khantabban2)」 讐噛経長老１２１７．１１１曇弥（南伝2７

ただし次の用例は，khamana＋upayaという合成語である。

話してやらう，と云った」水生経４０．カデイラ樹炭火本生物譜（南伝２８

頁４４５．Ｊ．ｖｏＬＩＰ２３０）

【4】‘kSama'の関連語形が｢許す」という意味に訳されている用例

ここには「許す」「許して下さい」の意味に訳されているケースを紹介す

る。もちろん許すのは罪の被害者の方であり，「許して下さい」と頼むのが

罪を犯した方であることはいうまでもない。したがって「許して下さい」
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という場合は，動詞rksamの命令法・二人称か，使役動詞が使われる。

パーリ譜khamati,の場合は二人称の命令法に.khama,があり，そのサ

ンスクリットが．ksama,のようにも考えられるが，サンスクリット譜にお

いては必ずしも`ksama'にはならない。クラシカル・サンスクリットのUMI

調rkSamの二人称・命令形は第一類ＩＭＩ洞(入）の場合は`ksamasva'であ

り，節四類』Ｍ１調（P）の場合はk5amya'であって`ksama,ではないから

である。また“Edgerton，,によっても命令形は`ksamahi，とされているか

ら（ｐ209)，仏教梵語においても命令形に．ksama'はないようである。

しかしながら義淨は「はじめに」において紹介したように，「西国の人は

但だ誤りに触れ,及び身に錆り相い触著するあれば,大小を問うこと無く，

大なるは手を垂れて相い向かい，小なるは合蝋，虞恭して或いは身を鴨づ

可<して，或る時は脾を執り，口に『倣麟（ksama)』という」とするから，

あるいは日徽的な実際の用語においては，‘ksama，が命令法として使われ

ていたのかもしれない。

そして，この「許して下さい」を宗教的な深い意味に取ると「倣悔」につ

ながる可能性があるわけであるが，ここではむしろ日常的な軽い愈味に使

われているケースを紹介する。「許して下さい」と罪を犯した者が許しを乞

う部分にはを施し，許すほうにはを施しておく。

まず命令法の用例を紹介する。すべて罪を犯した者が罪の被害者に許し

を乞うという文脈（直接話法）で使われている。したがって必然的に能mlI

Uml調の１人称現在が使われる場合は，卵の被害者が「許す」という文脈に

なる。

(73）「若し前に皆のものに過失あらば大牟尼よ，罪を知らば，我等を許し

鐙会(kham4amham),化導者よ｣瞥噸経長老尼30．耶輸陀瓢を上iYiと

する一万八千比丘尼（南伝２７頁481,Ａp､ｐ,592）

(74）「自分の罪を告白して（attanoaccayamdassento）

（例文）大王よ。汝はaiE世（maharajatvamnokhama)，..…･」本生

緩５３１．姑１.正本生物語（南伝３６頁337～338,Ｊ、ｖｏｌ５ｐ､307）

(75）「長者なる居士，車にて対ひ来りかの尼にかく言へり，『尊姉，去れ」

と。彼の尼避けんとしてそこに倒れたり。長者なる居士ばかの尼に詫

びたり(bhikkhunimkhamihpesi)｡『姉者,;正し鐙二(…ayye)，
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師は我が為に倒れたり』抑蔵・第１提舎尼(南伝２頁285,VinayavoL4

pl75）

＊「下車扶起謝菌」「五分』巻1０（大正２２口７１ド）

(76）「王よ，お許しください（khamahideva)」「ｆはあなたを許します

(khamamite)」水生雑421．理塑師ガンガマーラ水生物語（南伝３３頁

４５，Ｊ・ｖｏＬ３ｐ４４９）

(77）「刀を王の足下に投げ出し，「王さま，私をお放しください（khamahi

medeva)」と云って足下に僻伏せに臥た」本生経338．稗本生物譜（南

伝３１頁５１５，Ｊ.ｖｏｌ、3,125）

(78）「王よ，お宥し下されよ（khamahideva)」「子はあなたをお宥しま

す（khamamite)」水生経421.理髪師ガンダマーラ本生物譜(南仏３３頁

４５．J・ｖｏｌ３ｐ４４９）

(79）「よろしい，許さう（sadhukhamami）……」といはれ，「もし私を

ｊiiiして下さるなら（saccmekamatha)，私と一緒に車にお乗りくだ

さい」本生経４２５．非処本生物譜（南伝３３瓦86,Ｊ・ｖｏｌ､３ｐ､476）

(80）「『許したまえよ，大雄よ（khamassutvammahavira｣。人々彼に願

ひたり，（吾等が）熱を去らしめ給へ，また此の国を亡す勿れ」讐喰経

６．優波雛（南仏２６頁85,Ａp・ｐ４６）

(81）「輪廻に輪廻するうちに若し我に過失あらば，大勇者よ，我が罪を許

し袷へ（aparadhamkhamassume)」讐聡経長老尼２８.耶輸陀羅(南伝
◆－＝－－－

２７ILl69，Ａｐｐ、585)．響喰経長老尼１９．優鉢靴色（南伝２７１１４１６，

Ａｐｐ５５１）

(82）「女なるものは，111間雌上者よ，凡ゆる過失をなす者と恩はれたり，

若し我に何かの過失あらば，悲慰者よ，忍許し絵へ（khamassu)」「勇

者よ。卿の許によりて我は比丘尼達に教へたり，若し其処に指導血し

からざるあらば。忍主よ（khamadhipa)，忍許し給へ（khamassu)」

僻喰経長老尼１７．H1曇弥（南２７Ⅱ３８７，ＡｐＰ５３３）

(83）「我等汝に座席を供へず，飲物又は食物をも供せざりき梵行者よ，

我を恕せ（brahmacarikhamassume)。我はこの週を知る」本'k経

３３７．座席水生物語（南屋３１瓦５０７，Ｊ.ｖｏＬ３Ｐｌ２０）

(84）「私の犯したこの罪を許してください（asmakamadhipannanam

kh2m旦塾A)，王象よ」小生経534.大漉本生物語（南伝３７頁96,ｌｖｏｌ
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５ｐ,379）

(85）「集まる限りの大師の衆は，［我が]罪を知るものは牟尼の面前にて許

上上茎二(aparadhamajanantlkhamantamsammukhamune)｣盤
一一

噛経長老尼２８．耶輸陀ＩＭＩ（南伝２７頁４６９，Ａp､ｐ､585）

しかし次は，命令法が使われているが，第三者が罪の被害者に向かって

｢許してやれ」「許してやってくれ」と命令する文脈の【１１で使われている。

罪を犯した私を「許して下さい」という語法と，罪の被害者に，第三者が罪

を犯した者を「許してやれ」「許してやってくれ」と慾趣することは．意味

も性格も全く異なるに拘らず譜法は同じであるということになる（

を施しておいた)。なお後の（103）の文車中にもこの用例が含まれている。

また以下の用例には．paIikaToti､が「臓悔」と翻訳されている用例が含

まれている。これには語句の下にを施しておいた。

(86）「比丘よ,汝,過失を過失として見て如法に戯梅するが故に(accayam

accayatodisvayathadhammａｍ２９Ｌｉｋ２〔2§i)，我等，此を受けん
（tantemayampa1igganhama)。比丘よ，聖者の律に増長あり，過

失を過失として見て如法に倣悔して（vuddhih,esabhikkhuar・

iyassavinayeyoaccayamaccayatodisvayathadhammam

paLikaroti）未来を摂するに資せばなり（ayatimsamvaram
apajjati)。

（しかる後に，釈尊はその過失が舎利弗に対する誹議であったゆえに，

舎利jlUに向かって）「舎利朔よ’この擬人を容し（khamasariputta

imassamoghapurisassa)，英処に於て頭を七分せしむること勿れ」

１１１支部９－１２（南伝２２上貝３８，ＡＮｖｏＬ４Ｐ３７７～378）

(87）「尊者よ私の母を許したまえ（bhantemayhammatukhamatha)」

「許します，大王よ（khamamamaharaja)」本生経421.HM髪師ガンダ

マーラ本生物譜（南伝３３口５１，Ｊ､ｖｏＬ３Ｐ４５３）

(88）「何卒，王様，キンナラー后妃様をお許しくださいます様に（khama

devakinnaradeviya)」「斯う司祭官が請うたので王はこれを許し

（khamitva)，王宮から彼女を放り出した」水生綴536.喝那羅本生物iｊｌｉ

(南伝３７１F〔２０９，Ｊ．ｖ０１．５ｐ440）
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次のものは使役形である。これは罪を犯した者が罪の被智者に許しを乞

うという客観的な悩環を描写する場合に使われる。すなわち罪を犯した者

とその被害者の直接的な対話ではなく，間接話法として使われるから，「許

して下さい」「許します」という文脈はなく，したがって能動態の一人称の

勁詞で「許します」という文章が続くものはない。

(89）「彼等は僧伽により駆出謁磨をなされて如法に去らず，（謹慎を表し

て）毛を落とさず（nalomampatenti)，罪を免るる道を行ぜず（na

nettharamvattanti)，猪比丘に許しを乞はずして（nabhikkhD

khamapenti）（却って）鰯り諦Ｕ諸比丘は愛に随ひ，願に随ひ，鯉

に随ひ，怖に随ひて悪を行ふとて或は（住処を）立ち去り，或はＸ俗に

週れり」律蔵・第１３佃残（南伝１頁308～９，ＶｉｎａｙａｖｏＬ３ｐ､183）

(90）「許しを乞うＺ三個を唱えた（khamapentitissogathaaha)」本4ｋ

経５３１．姑1.正本生物語（南伝３６頁３４０，Ｊ.ｖo1.5Ｐ308）

(91）「吾共のときも,大雄よ,燃ゆれどこれによく耐へ届しを,汝は災の熱

とり総ひ，自存者の許し，吾得たり（sayambhumcakhamapayim)」

勝噛総６．優波雛（南伝２６頁８６，Ａp・ｐ４７）

(92)「王の伴たちもまた笠しを乞うた（rajaparisapinamkh型２１２堂２１)」
本生経４２１°ＦH蟹師ガンダマーラ本生物語(南伝３３１１５１，Ｊ.ｖo1.3ｐ,453）

(93）「仏に吾は非犯したり，凡ての市を吾等失はむ，吾等彼の牟尼にiiiFし

を蛸はむ（khamapessamatammunim)」讐噛経６．便波離（南仏２６

K１８５，Ａp,ｐ４６）

(94）「彼は菩薩の許に行き教しを乞うて（sogantvabodhisattam

ｋｈ旦巫nEL1L皇)，『汝の国は汝自身のものであれ』とて……」本堆経
２８２．iUi人本生物語（南仏３１頁２１５，Ｊ・ｖｏＬ２ｐ,401）

(95）「蒋蕗を敬礼し、その許を得て遂に王の許に来た（mahasattam

vanditvakb且m2L2l墾'ararinosantikamagata)」本化耗380.疑姫本
生物譜（南伝３２頁165,Ｊ・ｖｏＬ３ｐ２５４)，半生経３８５．錘提鹿ご】２本211物ij3

（南伝３２頁１９３，Ｊ・ｖｏＬ３Ｐ２７１）

(96）「彼にrliF情を審かに話してその許しを乞い（tamatthamacikkhitva

khamapetva)，「これが私の贈罪の印です（idammedapqakam、

ｍａｍ)」と云って．あらゆる音声を知り得る呪文を与へて，……」本'1｛
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経386．H2馬子本生物譜（南仁３２口203‘Ｌｖｏｌ３ｐ,276)，本生縄４２３・

根本生物語（南伝３３頁７６，Ｊ.ｖｏＬ３Ｐ４６９)，本生経425．非処本生物譜

（南伝３３頁９０，Ｊ・ｖｏｌ・３Ｄ478)，本生経４４３．小菩提繭子本生物譜（南伝

３３頁２３６．Ｊ､ｖｏＬ４ｐ､２７)、水生経４４４．カンハデイーパーヤナ道士本生物

語（南伝３３ｒ１２４２，Ｊ・ｖｏＬ４Ｐ３０)．本生経５４３．桑j選紺本生物語（南伝

３８頁２５８．Ｊ､ｖｏＬ６ｐ・’79）

(97）「(汝の）ii…?，汝を巡れて儲るであろう（kh且nmaEgL型
tamadayagamissanti)」水生経４１７．迦栴延本生物語(南伝３３頁９，１

Ｖ０１．３ｐ､427）

(98）「八万の猿は菩薩に挨拶し，ｉｆ_迄-週ここ（mahasattamvanditva

kh旦四旦旦且Ｌ１ｌ２)，承はれた皿りにして去った」本生径407.大猿本生物譜
（南伝３２頁355,Ｊ・ｖｏＬ３Ｐ３７２）

(99）「如来に（tathagatam）罪の許しを乞うて（khamapetva）立ち去っ
■￣－

た（pakkami)」水生繩530.サンキッチャイ山本生物語（南伝３６瓜252,

1Ｖ０１．５Ｐ262）

(100）「菩薩に許しを乞いに仙処に入っていった（bodhisattam

khamapetumassamampavisi)」本生経532・数那雄陀仙本生物語（南
早声

丘３６頁３６６．Ｊ､ｖｏＬ５ｐ､321）

(101）「その人がやって来て，011Fしを鏑ふために私の足もとにひれ伏すの

だったら（型旦墾p2KIatthayamamapadesupatite）私は太陽を界
らせませう」本生経497．殿職伽本生物語（南伝３５頁24,Ｊ・ｖｏｌ４

ｐ３８９）

また次の用例は，使役動詞が罪を犯した者に対して，第三者に「許しを

乞わせる」文脈として使われている（を施した)。

(102）「彼等はその男のところに行って，……摩河薩の足元に鑓かせて許

しを乞わせた後（tegantvatam……mahasattvassapadamu1e

nipajjapetvakhamapetvaahamsu)，……」本生経497・摩登伽本生物

語（南伝３５頁２４，Ｊ・ｖｏｌ４ｐ３８９）

また次の用例には，使役助詞が卵の被害者に加害者を「許させる」とい
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う意味で使われている（を施した)。（104）も使役動詞からできた

khamapanaが「戦忍」と訳されているが，文脈からいえばこうした意味

である。これは菩蔚である王がその逆にだまされた司獺をなだめるという

シチュエーションでの文庫であり．王が司祭に妻を「許してやれ」といっ

ているのである。したがって「杵させる」ことが目的ということになる。

(103）「王よこれらの愚人を許してやってくださいと．許させて

（khamathadevaetesamandhabalanamtikhamapetva）……」木
＝－－ゴー＝

生経５４６．大陞近本生物譜（南に３９口１０７．Ｊ・vol,６ｐ389）

(104）「とかく夫人といふものは罪深いものだ，夫人のIFFも我慢した万が

よいだらうと云って，戦忍させる目的で（khamapanatthaya)，

第一の偶を喝へた」水生径191.ルハカ婆羅門本生物粥（南伝３０ｍ89,

Ｊ・ｖｏＩ２ｐ、114）

次の用例は使役動詞の命令法である。このうち，（105）は卵を犯した者

に第三者が罪の被智者に「許しを請え」と命令する意味となっている。ま

た（106）は使役動詞の二人称命令法であると考えられるが，なぜこのよう

な形となっているか判らない。

(105）「姑)二'王にZfL迄｣ご竺圭ZilL皇（kh2nmanEhLkusarajam)，姑｢'汝を

許しなは汝の生命は教はれむ（khamapitqkusarajasotedassati

jlvitam)」水生経531.姑111：本生物譜（南伝３６頁３３８，Ｖo1.5ｐ､308）

(106)「是の如き人を害ひ，恰も点したる火を抱くが如く，瀞蛇を掴むが如

くして，而もわれに祥福あらんや。われを恕せよ（khamehino)」及

老尼偶・苑３９８例（南伝２５頁４００，Thlg.Ｖ､３９８ｐｌ６２）

また次の用例には，一つの文章に命令形と使役形が同時に使われてい

る。すなわち「許して下さい」という1点接話法を引き取って，1111接話法でfIll

jFRとして描写しているわけである。

(107）「尊者私をお許しくださいとiirって，許しを乞い（khamathame

bhantctil2』里些H12LlL皇)，片１１Ｉに坐った」水生経542．カンダハーラiｊｌ
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祭官木生物譜（南伝３８頁146,Ｊ・ｖｏＬ６ｐ､130）

次は許すほうの用語のみが使われている文章である。

(108）「王は彼の言葉を聞いて樹枝童子を許した（rajatassavacanam

sutvasakhassａｋｈａｍｉ)」本生経445．尼拘神童子本生物調（南伝３３頁

２６１，Ｊ・vol.`ＩＰ４３）

(109)「彼女の卵を許し（tassa……dosamkhamitva)，その地位から追い

出して……」本生経536．姻那棚水生物語（南伝３７瓦２１９，ＬｖｏＬ５

ｐ､444）

(110）「汝を許す（khamamite)，好むところに去れ」本生経523・アラン

プサー天女本生物譜(南伝３６頁78,Ｊ・ｖｏＬ５ｐｌ６０)，本生経５３２・数那建

陀仙本生物譜（南伝３６頁３８０，Ｊ・ｖｏＬ５ｐ､327）

次のものは名詞としてのkhanta,が「許す」という意味に訳されてい

る。しかしこの訳が適当かどうかには議論の余地があるであろう。

(111）「大雄は常に人許す（sadakhantamahavI画)，（常に）行者等は蔵

へ忍ぶ(khamitacatayassino)｡人許す者,忍ぶ者等の，敢えて仇な

すことあらず（khantanamkhamitanamca,ｇａｍａｎａｍｔａｍｎａ
￣

vijjati)」僻､it経６．優波雛（南伝２６瓦85,Ａp､ｐ､４６）

以上のように，罪を犯した者が｢許しを乞う」とか「許しを得る」という

ように，あるいはその代理人が罪を犯した者に代わって「許してやってく

れ」と間に立つ場合，要するに罪を犯した者の側から表現された場合は，

すなわち＿を施した部分は､さまざまな人称や時制，あるいはmoods

が用いられているために，さまざまな鵠形が現れているが，例外なく「命

令法｣ないしは｢使役UMI調｣であることが判る。これに対して卵の被害者の

方，すなわち卵を許すほうは能mllmll調・臘説法の語形である。したがって

そもそも。ksama'はそれが能動態の動詞を名詞化したものであるとすれ

ば，罪を犯したほうの側の行為ではなく，罪の被害者で，罪を賦われるほ

うの行為を示す用語でなければならないということになる。
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なお以下のものは翻訳の上で，を施した｢許しあい」が罪の被害者

の側の行為のように訳されているが,「許しを請いあって」と翻訳すべきと

ころであろう。

(112)｢二人とも賢者であるから,互いに許しあい,相談し合って来なさい

（ubhopipapqitaannamantiamkhamape噸mantetvaetha)｣本●－．＿＿－－－－－－－－一

生経５４６．大随道本生物語（南伝３９頁143,Ｊ.ｖ０１．６ｐ､412～413）

以上のように,罪を犯して許しを乞う側はいつの場合も「使役形｣か「命

令法」が用いられているのであるが，唯一の例外は，

(113）「あなたは何も得ずに立ち去られましたが，これは私どもの手おち

でございます。それをどうぞご容赦ください（tannokhamitum
--

va11ati)」本生経337.座IiW本生物語(南伝３１頁506,Ｊ・ｖｏＬ３ｐ､120）

である。しかしこれも`khamitumvattati,の,vattati,で，「他をして忍

耐せしめる」といったニュアンスを込めているのであろうから，これも大

きな相述はないというべきであろう。

【5】‘kSama，の関連語形が「悔過」「謝罪」「詫び」などの

言葉に訳されている用例

ここでは「許して下さい」「許します」といった軽い訳語ではなく，「悔

過」「謝罪」「詫び」など，もう少し重い訳語で訳されている用例を紹介す

る。ただしこれはあくまでも「南伝大蔵径」における訳語の相述であって，

それ以上のものではない。しかしそれにしても「南伝大蔵経」では，

`ksama’の関辿蕊形の訳語として「織悔」という言葉が用いられているケ

ースが一例もないということは注目すべきであろう。「南伝大蔵経」による

その訳文は，単に訳者の好みによる場合もないではないであろうが，多く

は前後の文脈によって選択されたものであろうことを考えると，このこと

は少なくとも原始仏教における「憧悔」を考えるときには，看過されるべ

きでないであろう。ただし以下の文中に「職悔」の訳語が見られるものが

あるが，それは．pa1ikaroti,に与えられた訳語である（用語の下に
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を付しておいた)。

なお本項でも，罪を犯した者の行為を示す用語にはを施しておい

た。したがっては悔過を受けるほうである。そしてここでは

を施した譜はすべて使役動詞が使われていて，能助動詞の命令法で表され

ている川例はない。すなわちこれは，罪を犯した当人が「梅過します」「謝

罪します」というのではなく，客観的な状況を説明する間接話法の中で使

われていることを画味する。

まず「悔過」という訳語が与えられているものを紹介する。すべて「律

蔵」の用例である･

(114）「その時弟子等は摘出されて悔過せざりき（saddhiviharika

papamita里と些la2ELL1』)。世尊に此義を告げたり。「比丘等よ’通

過することを許す（anujanamibhikkhavekhamapetum)｣。尚，迩

璽土峯-2L萱（聖ｖａＬｈ旦辺聖些l望)。Ⅱ止尊に此錐を告げたり。比丘報よ
摘出せられた者は通過せざるべからざ（狸bhikkhavepanamitena

里Ｌ｣1且UmmaEQ12hQg))。iiZ-i&_せ_堂L量ものは悪作に堕す（ｙｏ里

ｋｈａｌｍ亟旦LX塾apattidukka1assa)」律蔵大品1.大極度（南伝３頁９４
～95,ＶｉｎａｙａｖｏＬｌｐ,５４）

＊「彼被河立已，不I(Ｉ和尚阿IMI梨倣悔。仏高，被訶武已,応向和尚阿闇

梨倣悔」『四分」巻3４（大正２２頁804下）

「弟子不肯悔過。以是白仏。仏副.，不応不悔過」「五分｣巻1６（大正２２

頁113下）

(115)｢その時,和尚等はH1型に応ぜざ’き（upajjhayakhamapiyamana

nakbamanti)。世尊にこの義を告げたり。「比丘等よ’悔過に応ずる

ことを許す（anujanamikhamitum)』。尚，悔過に応ぜざりき゜弟子

寺は去り，還俗し，外道に人れり。世騨にこの錘を告げたり。「比丘等

よ’悔過に応ぜざるべからず，悔過に応ぜざる者は恕作に堕す（､ａ

..…･些里旦墾』里旦l聖竺里竺khamitabbam、ｙｏｎａｋｈ且､Ｑ２型型，

apattidukka1assa)」律蔵大品１・大槌度（南伝３rl95，Ｖｉｎａｙａｖｏｌｌ

ｐ５４）

＊「爾時有師不受弟子悔過。以是白仏。仏高，蒜通有愉悦敬愛供撞，不

応不受悔過。受悔過者罪則除滅」『五分」巻1６（大正２２１１１１３下）
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(116）「彼等は佃伽より駆出鍋磨を受け，正しく行ぜず，随順ならず（na

lomampatenti),滅卵を願はず(nanettharamvattanti)，比丘等に

世2,鑿ﾋﾞ(理bhikkhUkh且巫匹､41)，ＸＭ綴畿鋤し，欲に随ひ，腕に
随ひ，凝に随ひ，怖に随ふとて排諦し，或は去り或は通俗せり」iiIl蔵小

品１．翔畷樋度（南伝４頁20～21,ＶｉｎａｙａｖｏＬ２ｐ.Ｍ）

＊「得駆出翔磨故,心悔折伏柔軟,従佃乞解駆出翔磨」｢+訓｣巻3１（大

正２３頁223下。正破に対１Ｍしているわけではない）

(117)｢比丘等よ’然らば伽伽は比丘善法に下愈鋼磨を行ひ,居士質多難に

極j@せよ（tenahibhikkhavesamghosudhammassabhikkhuno

pa1isarapiyakammamkarotucittotegahapatiLh型､２２２１２１ﾕｈＱ

ｔｉ）と言ふくし」（以下その作法）ｉＩｌ蔵小品１．期畷拠度（南伝４瓦25,

ＶｉｎａｙａｖｏＬ２Ｐｌ８）

＊「若佃時到佃忍聴，佃今為善法比丘作遮不至白衣家鋼磨」「聴差便至

質多羅居士家，為善法比丘{iii悔賀多羅居士」『四分t１１」巻`Ⅱ（大正２２

頁893上）

「今佃与作下意翔磨謝彼白衣」『五分１１t」巻2４（大正２２画163下）

「今向質多難居十鍵悔。是名白」『十翻仰」巻３１（大正２３瓦225上）

「汝可就彼長者而求鰹塵,彼容恕已,方可収摂｣『根本晩一切有部百一劉
暇」巻８（大正２４頁488下）

(118）「時に，伯伽は比丘警法に下意鋼磨を行ひ，居士質多羅に梅過せよ

（cittotegahapatikh旦皿２匹辺U】Q）と言へり。彼は佃伽より下意翔

磨を受け摩叉止陀に往きしが，魂塊して居士面多羅に梅過すること能

はず（nasakkhicittamgahapatimkhamapetum）再び舎衛城に通

れり」抑蔵小品１．期暇極度（南伝４瓦28．Vinayavo1.2ｐ､１９）

(119）「比丘等よ’彼比丘善法は同伴比丘と供に摩叉止陀に行き居士質多

羅に璽過_L三-二，「居士よ，通過を受けよ_(khamapetabbokhama

gahapati)，我宥恕を鋼ふ（pasademitam)」と曾ふくし。此の如く言

ひて侮過を受ければ善し（evaiicevuccamanokhamatiiccetam

kusalam)､若し受けずぱ同伴比丘は（nocekhamatiamudUtena

bhikkhunEbvattabbo)，『居士よ，此比丘の悔過を受けよ（khama

gahapatiimassabhikkhuno)，彼，宥恕を鋼ふ（pasadetitam)』と

言ふくし。此の如く言ひて若し悔過を受ければ善し（evaiice

－５５－
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vuccamanokhamatiiccetamkusalam)，若し受けずば同伴比丘は

『居三上よ，此比丘の悔過を受けよ（khamagahapatiimassa

bhikkhuno)，我宥恕を鋼ふ（ahantampasademi)』と言ふくし」律

蔵小品ｌ・劉麟極度（南低４頁２９，ＶｉｎａｙａｖｏＬ２ｐ２０）

＊｢至居士家如是譜｡居I繊悔｡僧己為善法比丘作剤調｡彼芳受1遡il者
善。……若不受者，犯罪比丘応自往繊悔（以下略)」『四分」巻4４（大

正２２頁８９３中）

「彼比丘応将僧所産比丘往捉白衣手謝言。……我今悔過。受我悔過。

若受者善。（以下略)」「五分１１１」巻2４（大正２２頁163F～16`Ｉ上）

「語居士言。是比丘……汝今聴是比丘憐悔。若受憾悔者，……（以下

略)」「＋調』巻３１（大jE23KI225上）

以上のようにを施した罪を犯して悔過するほうには使役動詞が使

われ,悔過を受けるほう，すなわち許すほうには能動動詞が使われている。

そして悔過を受ける（許す）ほうには,罪の直接の被智者と，罪を犯した比

丘が凪するサンガの両様があることが判る。サンガが罪の悔過を受けると

いうことは，この「悔過」がサンガの鋼磨（行邪）として行われていること

を示すものに外ならない。

また能動動詞の二人称・命令法も用いられるが，これは罪の加害者が被

害者に「悔過を受けよ」と命令する場合（したがって「許して下さい」にＨ１

当する）と，その代理人たる第三者（サンガの代表者）が「悔過を受けよ」

と懲泗する場合とがあることが判る。「悔過を受けよ」という択譜ｎ体が，

これがサンガ行馴として行われていることを示すといってよいであろう。

また「悔過」に相当する部分に『四分体』と「十論１１１』は「繊悔」という

沢語を使っている。それにもかかわらず「南伝大蔵経」の訳者はそれを採

用していないことは興味深い。なお．義淨の訳した『根本説一切何部律』で

は「憐摩」を使い，『五分』は「悔過」である。なお「南伝大蔵経」が「倣

悔」を使う原語は．(apatti）patikarotfである。

次に「謝」という文字が使われている用例である。「罪を謝す」というｉｒ

い訳語もあれば，胴に「謝る」という比較的軽い訳語も含まれる。を

施した部分は，罪を犯した者の行為を示す。すべて使役動詞である。
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(120）「時に，腿舎離の戯IMI子比丘等は随伴比丘に１１１へり。友よ，耶舎迦乾

陀子は毘舎雛の優襲塞等にi筵U2や（些聖nmaEiLユavusoyasena

kakanqakaputtenavesaIikaupasaka)」律蔵小品１２．七○○結架拠度

（南伝４瓦４４５，ＶｉｎａｙａｖｏＬ２Ｐ２９８）

＊「耶舎謝猪優婆塞已」「五分」巻3０（大正２２頁192下）

（紺比丘は下怠掲廃をなし，猪白衣に「慨悔」をさせる決誕を行った｡）「聞已

如是思惟。我Ibl猪口衣臘梅時，能取り{税法．……」「十３１W抑』巻６０（人止２３

頁４５０下）

(121)｢その時,比丘尼瀞は罪を倣悔せざりき(準Ｌｕｌｐｎａ２９ｕｋ９[gnLi)。
世蝉に此義を告げたり。『比丘等よ’比丘尼は罪を繊悔せざるべからず

（nabhikkhavebhikkhuniyaapattinapatikatabba)。繊悔せざる
－－－

者は悠作にIlnす（ｙａｎａｐａｔｉ,kareyya,apattidukkatassa)。……
￣－－－－～声迪鈩～浄－戸～－浄～

その時，此斤jPl等は街路，巷路，四iiIi道に於て比丘を見て鉢を地に

置き上衣を偏担になし跡踞し合掌を捧げて罪を繊悔せり（anjaIim

paggahetvapatikaronti)。人々は眩き憤り段れり。「此は彼等の婦な

り，此は彼等の悩婦なり。夜，淳閑にして今謝す（manussa
■旬●●旬

ujjhayantikhiyantivipacenti；ｊａｙａｙｏｉｍａｉｍｅｓａｍ，jar1yolma

imcsam・rattimvimanetvaidanikh且n2aE且､u)』。１１t噂に此錐を告
げたり。『比丘等よ’比丘等，比丘尼等の罪を受納すべからず（na

bhikkhavebhikkhUhibhikkhuninamapattipaliggahetabba)。

受納する者は恕作に剛す。比丘等よ’比丘尼等，比丘1巳の罪を受納す

ることを許す(anujanamibhikkhavebhikkhunihibhikkhuninam

apattipa1ikatabba』」（以下に褐磨に関する同じような規定が続く）

抑菌小品10・比丘尼極度（南伝４頁387,ＶｉｎａｙａｖｏＬ２ｐ､259～260）

(122）「かの男の尼に対する愛著の情も即時に滅び失せ，彼は尼に対して

！』製LL１１二１２ｑ些里２１型ｌＬｊｃａｎａｍ)」及老厄側･節397側（南伝２５頁
４００，ＴｈｌｇＶ､３９７ｐｌ６２）

(123）「彼は急いで行って,彼を敬礼しﾖ塗fML二(sovegenagantvatam

vanditva1些巫ap旦LlL2）第一の偶をpHへた」水生経303.-王水１１;物語
（南仏３１頁３２４，３２５，Ｊ.ｖ０１．３ｐ,１４，１５)，本生経３５１．雁尼耳現水生物

語（南伝３２頁３，Ｊ・ｖｏＬ３ｐｌ５５)，水生経３５５．蘇油王子本生物譜（南伝

３２１１２８，Ｊ・ｖｏＬ３ｐｌ７０）

－５３－
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(124）（在家信者がある比丘尼が床座を盗んだものと誤解して常施食を断

った。しかしそれは誤解で床座が出てきたので）「かの比丘尼にあやま

ﾕｰﾆ（復)常施食をなせり（tambhikkhunimkh旦辺aI22LY2

niccabhattikampaLLhapesulp)」律威･比丘尼節15波逸提（南伝２頁

４４０，ＶｉｎａｙａｖｏＬ４ｐ､272）

(125）「園の足元に平伏し（sasurassapadesupatitva)，謝罪して

（とh2匹２２２k】22)，常日頃の仕方で世話し始めた」本生経446･球茎水生
物語（南伝３３瓦２６４，Ｊ.ｖ０１．４Ｐ４４）

次に紹介するものには，使役動詞の命令形が含まれている。罪を犯した

者に「謝りなさい」という第三者の命令を表す。

(126）「その時かの蝿かの人に云へり。『……彼の比丘は（懇を）作せるも

のに非ず,行きて彼に2M韮土竺_ら』準(gacchanaml§h且Ｉｕａｍ２鰹)』と。
かくてこの人かの比丘に謝罪せり（sopurisotambhikkhum

khamape§i)」抑蔵･節67波逸提(南伝２頁209,VinayavoL4p､132）

＊「我当礼拝倣悔，時尊者阿那律従三昧覚已。長者即便憐悔。唯願大

徳受我腱悔｡阿那律受其1塾11｣｢四分｣巻１３(大正２２頁654中）

(127）「大王に謝りなさＵといって謝罪させてから（rajanam

kh旦皿２２且Lh具tikh且maIl且凹型……｣本生経528.大菩提沙門普行本生物
譜（iii伝３６頁２１７，Ｊ･ｖｏＬ５ｐ､245）

また次は使役動詞の命令法ではなく，直説法であるけれども，第三者が

罪を犯した者に「謝らせる」という意味となっている。（129）は

khamapana＋atthaという合成語で，同じく第三者が罪を犯した者に「謝

らせる」という意に訳されている。

(128）「王子たちを納得させ，王に謝罪させるのは，私以外にはない

（↓hapetvamamajiiiokumaresajinapetvakhamapetum

samatthonamanatthi)」本生経528.大菩提沙門普行本生物語（南伝

３６頁１９８，Ｊ・ｖｏＬ５ｐ､235）

(129）「王は姑Ｐ王から親愛の言葉を得て心安んじ，宮殿に上ってパパー

－５２－
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ヴァティーを呼んで，彼女をあやまらせに行かすべく

（と些四且I塑哩辿旦Y且pcsetum)，……｣本生経531.姑r0IZ水盤物語(南

伝３６頁３３８，Ｊ、vol､５ｐ､307）

次は「詫びる」という譜が使われている場合である。しかし実際には軽

い遮味の「謝」と翻訳される場合と大溌はない。これもすべて使役動詞で

ある。

(130）「彼女は夫と舅に（sasamikaricasasuranca）お詫びをして
￣÷令ミーーー￣

（khamapELl[ａ)，それからは……世話した」水生経446.球茎本生物錦

（南伝３３１F〔２７２，Ｊ．ｖｏｌ４ｐ､４９)，本生経４４７．大護法本生物調（南伝３３

口２８１，Ｊ､ｖｏＬ４ｐ５５）

(131）「(王は）水利やその嫁たちに（maIIikancasunisayocassa）詫

旦壁L」L」(と些旦型ＥＥｕａ)，末利には恩寵を施した」本生経465.敗陀娑

雛樹神本生物譜（南伝３４ｒ１１５，Ｊ.ｖ０１．４ｐｌ５１）

(132）「(帝釈は）彼に敬礼し（tamabhivadetva)，お詫びして

（型１２m２２２(Y且),立ち去った｣本生綴480・アキヅティ婆羅POI本生$#嬢(南

伝３４ｒ1186,Ｊ・vol．‘ｌｐ､242)．本生経４８１・タッカーリヤ1f年本生物譜

（南伝３４１１１９２，Ｊ.ｖ０１．４ｐ,244）

(133）「長者なる居士車にて対ひ米りかの尼にかくi一$へり,r尊姉,去れ』と。

彼の避けんとしてそこに倒れたり。長者なる居士はかの1巳に詫びたり

（bhikkhunim1些巫Ｕ２型)。『姉者,許し袷へ(khamah,ayyc)，師は
我が為に倒れたり』抑蔵・第１拠介尼（南伝２口285,ＶｉｎａｙａｖｏＬ４

ｐｌ７５）

＊「下車扶起謝言」「五分」巻1０（大正２２頁７１下）

次は罪を犯した者に第三者が「詫びさせる」という.世味に沢されている。

しかし語形としては自ら詫びる場合と迎いはない。

(134）「マハーダッダラは（弟をして）父に詫びさせてこれを引き止めた

（pitaramkl型２１ﾕE11Lavaresi)｡二度目に王を怒らせた時も亦父に塗
びさせた（khamapesi)」本生経304・ダッダラiiU水生物語（南伝３１瓦

－５１
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328,Ｊ.ＶｏＬ３ｐ、１６）

｢なだめる」という訳語は譲者の調査の限りでは次の用例だけである。

(135)「(私は)兄を&墾竺ゑこともできよう（khamapetumpahomi)｡」￣￣￣＝

「き§坐-コ(辿墾２２且旦璽nqi)｣｢四天王や帝釈を111れてきて夢だめて

もらおう（khamapeyyam)」本生経５３２．敗那難陀仙水生物語（南伝３６
＝-－－－－－＝－－－－－面

頁３５４，Ｊ・ｖｏＬ５ｐ､315）

【6】その他

股後に.khamati,に由来する用語が「南伝大蔵i蚤Iにおいて，上妃の５

項に納まりにくい言葉で翻訳されているものを紹介しておく。これらがど

のような意味・ニュアンスで訳されたのかを綱査する必要もあるであろう

が，本穂にはさして影瀞のないものと判断されるので，‘khamati・に由来

する用語の翻訳例くらいに理解していただきたい。

(136)｢麹に苦行者(tapassl)ありて苦行を鋤修し，諸食に於て分別を為し

て言<，「我これを好み，これを好まず(idammekhamatLidamme

nakkhamati)』と。彼はその好まざるものをば得んことを避け（assa

nakkhamatitarnsapekhopajahati)，好めるものに愛着し（assa

khamatitamgathito),之に窓はされて，その諸忠を見ず，出饗を知

るを得ず……是また実に苦行者の垢繊なり」長部25.優曇婆遡師子経

（南伝８瓦５５，５９，，N､２５ｖｏｌ３ｐ､４３，４６）

(137）「(汝が）虚空に跣坐すること，恰も翼ある鳥の如く（akasepi

pallankenakhamasiseyyathapipakkhisakumo)，……」相応部１２

－７０（南伝１３瓦184,ＳＮｖｏＬ２ｐ､126）

(138)「古き［過去］を歓喜すべからず,新しき［現在］に対して忍(愛着）

せざれ（navekhantimnakubbaye)。減退しつつあるを愁ふくから

ず。鉤引者（渇愛）に依止すべからず」経典４錠品・卵9441KＩ（南伝２４

頁３５９．ｓ､.ｐ・’84）

(139）「･･･…凡て－人の正見を具へたる補特伽羅を，悪心を以てINIり河ろ

－５０－
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人あらば彼は此より更に多くの非福を生ずべし，何故に鯛るか，婆羅

｜ⅡI曇弥よ’我は同梵行者を損傷すると同じき損傷を（evarppim

khantim）此の外に説かず，故に婆羅門曇弥よ’応に是の如く学ぶべ

し」jIi支部６－５４（南伝２０頁124,ＡN･ｖｏＬ３ｐ､372)，地支部７－６９（南

伝２０頁３９５，ＡN・ｖｏｌ､４Ｐｌ３６ここでは忍と訳している）

(140）「常に訴訟し,……我，彼比丘等を如何に為すべきや」「粗曇弥よ'

汝は二部より法を聞け，二部より法を剛きて，其中，如法説比丘等の

見，忍，聾，執（ditthiiicakhantiiicarucificaadayarica）を以

て所喜とせよ」抑蔵大品１０・拘麟弥拠度（南伝３瓦615,ＶｉｎａｙａＶｏＬ１

ｐ３５５）

(141）「優波雛よ'此処に比丘あり，非法を法と説き，此を非法なりと見，

破僧を非法なりと見,見を堅持し,塁を堅持し(khantimvinidhaya)，
聾を堅持しイ修を堅持して唱言し，篝を取らしめ,此は法なり，此は禅

なり，此は師の教なり，此を取り此を信楽せよといふ.優波離よ’此の

如き破仰者は恕趣地獄に往き一劫住して救ふくからず」抑蔵小品７・破

佃把度（南伝４瓦３１４，３１５，ＶｉｍＩｙａｖｏ1.2ｐ､205,206)，律蔵・附随

（南伝５ｊＸ３４１～342,Ｖｉｎａｙａｖｏｌ５ｐ､202～203）

(142)「五瓢により，「我は初禅を得たり』と……，「……語られたり』と思

ふ。所見に異なりて説く，所忍に異なりて鋭くなり（vinidhaya

khantim)。(以下)｣神政・第４波斑爽(南伝１頁155,162,167,Vinaya
-

vol､３ｐ､９３，９７，１００)，刺【蔵・第１波逸提（南伝２頁４～６，ＶｉｎａｙａｖｏＬ４

ｐ２～4）

結語

以上パーリ聖典におけるサンスクリット譜のlksama,に相当する用語,

すなわちパーリ語の動詞‘khamati，とそれからの派生語の用例が，「南伝

大蔵経」においてどのように訳されているかを調査してきた．ここで各項

の調迩結果をまとめておこう。

第１項では，‘khamatrの本来の愈味であるとされる「忍耐する」とい

う意味で訳されている用例を紹介した。しかし`khamati,が「忍耐する」

という意の能動動詞として用いられるケースは愈外に少なく，多くは

－４９－



（９９）

`kbama,‘khama,`khantl',khanti,khanta，という名詞として用いられ

ている。そして注目すべきは，このような名詞として用いられている用例

の全ては「忍耐」を意味し，「慨悔」ないしはそれに類する意味を表す場合

は－つもないということである。もしサンスクリット語の`ksama,が名詞

であって，しかも｢繊悔｣を意味するとするならば,それはサンスクリット

特有の用法であって，パーリにはないといわなければならない。

第２項では，,khamati・が健康や日常の安否を問う言葉として訳されて

いる用例を紹介した。要するに「忍耐できるような状態であるかどうか」

を問うもので，第１項の「忍耐する」という愈味からのヴァリエーション

ということができる。そして大部分は`kacci……khamaniyam,という概
文による慣用句である。

第３項では,「認可する」という愈味に訳されているケースを紹介した。

この用例はほとんど全てが.khamati,という動詞として用いられている。

したがって動詞としての`khamati’は「忍耐する」よりも，「承認する」

｢是とする」「可とする」という意味の方が一般的であるということがわか

る。もしそうとするなら゛ksama，の辞典的な解説は「罪を許して忍ぶよう

にと他人に乞うこと」ではなく，「罪をく認可＞してくれと他人に乞うこ

と」という説明の方がよいであろう。要するに「忍ぶ」＝「認可する」なの

である。

第４項では，‘khamati,が「許す」という意味に訳されているケースを

紹介した。しかし「許す」のはもちろん罪の被害者の方で,罪を犯した者で

はない。したがって罪を犯した者が｢許して下さい」と請うのは,能動動詞

としての通常の形ではない。そこで`khamati,の２人称・命令法が，罪を

犯した者が罪の被齊者に「許して下さい」と許しを乞う文脈で使われる。

したがって，‘khamati,の１人称・現在形が「許します」を意味すること

になる。しかし`khamati,の２人称・命令法は罪を犯した者ではなく，い

わばその代理人が「許してやってくれ」と態趣する場合にも使われる。極

端にいえばこの場合は，卵を犯した者が反省していない場合もありえるこ

とになるから，「憾悔」に通じるものとは言い難い。

また`khamati'から作られた使役UMI洞が「許しを乞う」を意味する場合

がある。しかしこれは卵を犯した者とその被密者が相い対する直接話法で

はなく，卵を犯した者が卵の被曹者に対して杵しを乞うという客観的悩蛾

－４８－
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を描写する場面で使われたものである。しかしこれは使役動詞であるため

に，第三者が罪の加害者に対して被害者に「許しを乞わせる」という意味

にも，あるいは罪の被害者に加害者を「許させる」という意味にも用いら

れる。また使役動詞の２人称・命令法は第三者が罪を犯した者に「許しを

請え」と命令する時にも使われる。もし以上のようなケースを「倣悔」と沢

するなら，この憐悔は強制されて行う憐悔となり，また罪を犯した者があ

ずかり知らぬところで被害者に許させる行為も繊悔ということになる。

第５項では，‘khamati,が「悔過」「謝罪」「詫び」など，「許して下さい」

よりもすこし重い言葉に訳されているケースを紹介した。しかしこれは訳

語の問題のみで，前項とさほど異なるものではない。しかしこのような訳

語で訳された場合はすべて使役動詞である。罪を犯した者とその被害者の

相対する直接話法の会話では，「梅過します」「悔過を受けます｣，「謝罪し

ます」｢謝罪を受けます｣，「詫びます」｢詫びを受けます」といった表現はそ

ぐわないからであろう。そして「悔過」という言葉が使われるのは全て律

蔵であって，漢訳ではここに「臘梅」という訳語が使われた場合があるこ

とが判る。ところがそれにもかかわらず，「南伝大蔵経」の翻訳者達は「繊

悔」という言葉を使っていない。大乗仏教では「倣悔」はすぐれて宗教的

な，雨い意味を持つ概念であるに拘らず，原始経典ではそれに相応するよ

うな内容を具備していないという感覚がどこかにあったからであろう。

なお，「悔過」の受け手は普通は罪の被害者であるが，律蔵ではそれがサ

ンガの場合もあることがわかる。要するに罪を「許す」のはサンガという

ことであり，「悔過」という言葉自体が個人的，主体的なものではなく，サ

ンガの掲磨（行事）として組み込まれたものであることを示す。したがっ

てここでは能動動詞の２人称・命令法も「悔過を受けよ」と訳されている。

第４項では，罪を犯した者が罪の被害者に「許して下さい」と許しを乞う

文脈で使われていたのであるが，ここでは罪を犯した本人，あるいはその

代理人がサンガの行為(翔磨）として「悔過を受ける」ことを要求している

のである。これはいわばサンガとしての強制的命令であって，「憐悔」の範

瑠には含められないであろう。

またここでも使役動詞の命令法の用例がある。これは罪を犯した者に対

して「謝りなさい」という命令を表すことは，第４項の「許しを請わせる」

と同じである。

－４７－
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以上を語形を中心にしてその代表的な訳語を一覧できるように図表化し
ておく。（数字は資料番号）

－４６－

語形 lⅡ密者 被害者 第三者

khamatiのil1〔説

法

忍iiiＩする(】～9）

認可する(60～

72）許す(73～

８６，１０８～110）

悔過に応じる

(１Ｍ～119）

(サンガが)悔過に応じ

ろ(115）

名詞 忍ilil（10～４１）

khamatiの２人

称・命令法

(､X接話法）

許して下さ

い(73～85、

107）

被害者に対して､ⅡHf者

を｢許してやれ｣(86～

88,103）被悪者に対

して｢悔過に応じよ」

(119）

khamatiの未来

受動分詞

｢ご機嫌いかが」

(42～59）

使役動詞 (ＩＨＩ接話法）

許しを論う

(８９～101 、

107）梅週

する(１Ｍ～

119）謝罪

する(120～

125）詫び

る（130～

】３２）

加害者に対して被uf者

に｢許しを請わせる」

(102）「謝らせる」

(128～129）「詫びさ

せる｣(134）被害者に

対してjⅡ害者を｢許さ

せる｣(103～104）

使役動詞の２

人称・命令法
加害者に対して被智者

に｢許しを請わせる」

(105）「謝らせる」

(126～127）
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以上がパーリ聖典におけるksama.，すなわちパーリ譜の．khamati,に

関わる用語の「南伝大蔵経」における訳例の分析結果である。この結果に

沿って，一般的に「MiMIij」のMi語に捲定される`ksama'について，乖者の

考えるところをコメントしておきたい。

まずパーリ聖典によるかぎり，名詞`ksama,が「倣悔」を意味すること

はないといわなければならない。すなわち`ksama，が動詞rksamにｋｒｔ

接尾辞の.ａを付けて作られた名詞であるとするならば，助詞の表す動作

を意味する名詞を作るものであるから，「忍耐」とか「認可」「許ＩＩＪ」の怠味

以外の「訳譜」は出てこないからである。

しかしもし動詞rkSamの派生語に「倣悔」の恵味を含ませるなら，それ

は２人称の命令法か，使役動詞から作られた名詞でなければならない。

しかしこれら２人称の命令法か，使役助詞に「繊悔」の意味を含めしめ

るにしても，宗教的な意味合いの強い「戯悔」に適当な用譜であるとは考

えられない。なぜなら「臘梅」は「はじめに」において一応の定錐を示して

おいたように，すぐれて主体的な行為であるはずであり，「忍耐してくれ

る」｢許してくれる」ことによって成り立つものではないはずであるからで

ある。なぜならこの動岡で表される主体は誰かといえば，むしろ罪を「忍

耐」し，「許す」被害者の万にあるからである。罪を犯したほうにすれば，

｢許し」「謝罪される」ことを待つしかないということになる。だからこそ，

､ksama.は加害者に第三者か｢謝らせる」ことも.加密者が知らないところ

で第三者が被害者に「許してやれ」という場合にも使われうるのである。

したがってrksamの２人称・命令法や使役動詞が「許してくれ」や「謝

罪する」を種味するとしても，それはむしろ罪の被害者である相手方の意

向を尊重した上での人間関係を保つための，ある場合にはサンガ内でのし

きたり，作法に従う以上のものではないということになろう。

またこの高葉が律蔵において使われる場合にはサンガの行粥という色彩

が強くなる。「倣悔」が主体的，個人的なものであるとすれば，ここでも

`ksama’は「臘梅」にはふさわしくないと言わなければならない。

だからこそ「南伝大蔵経」の訳者たちは，それが無意識であったにせよ，

これらの譜が現在われわれが持っている「臘梅」の概念に相応しないと判

断して「憐悔」という択語を用いなかったのであろう。

以上のように少なくとも原始仏教経典を調査するかぎりにおいては，

－４５－
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‘ksama･ないしその派生語は,われわれが今もっていろ「臘梅」という概念

には相応しないと言わなければならない。

それではなぜ「倣悔」の原語として`ksama,が上げられるようになった

のであろうか。可能性からすれば，rkSamの２人称・命令法であったか

もしれない。しかし少なくとも，現在のサンスクリット語の文法的知識で

は，‘ksama'がｒｋｓａｍの２人称・命令法であることを証明できない。仏

教辞典などで「繊悔」の原籍として`ksama,を上げるに拘わらず，サンス

クリット辞典の`ksama,の項には「憧悔」の訳語が与えられないのは，こ

こに由来するのであろう。

それには大乗経典を調在することはもちろん，どのようにして梵淡併挙

の形をもった「倣悔」という語が当てられるようになったか，そしてそれ

は本当にksama,に行き瀞<のかというところまで遡って追及する必要

があるのかもしれない。「猪橋大漢和辞典」などで「憾悔」の「腱」字を引

いてみると，「くいる」という意味が上げられているが，しかしそれは未時

代の『梨紐』『釧会』などの説明であって，用例もすべて仏教語である。後

漢の『説文解字』には蛾せられていないから，仏典を翻訳するときに作ら

れた漢字という可能性もないわけではない（大東文化大学の吉田鱒志講師

の示唆による)。このように漢語としての「臘梅」にも追求すべき事柄は残

っているが，しかしこれは必ずしも本論の目指すところではないので，こ

こでは疑問を提出するに認め，これについては別の機会に譲りたい。

また本橘は，「はじめに」にも記したように，原始仏教に［1頭に定義した

ような「戯悔」と称してよい概念があったかどうかを考察することがそも

そものモティーフであった。本秘では少なくともパーリ聖典においては，

`khamati'から【11米する言葉は,深い宗教的意味を有する「倣悔」に相応す

るものではないという一応の結護を出せたけれども，他に義淨がいう

`apattipratideGana,の調査が残されている。また,pratikaroti,について

も調査する必要がある。これらについては本稿脱稿後すぐにまとめの作業

に入る予定であるが，しかる後に原始仏教の「慨悔」についての結論を提

示したい。

なお本稿製作途上において，、ksama，のサンスクリット語形について菅

沼晃教授から教示を受けた。記して謝意を表したい。

－４４－


